
（平成２１年４月１５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 7 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 11 件

国民年金関係 8 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認奈良地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

奈良国民年金 事案 498 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年１月から同年３月まで 

私は、昭和 38 年５月に国民年金に任意加入し、保険料納付を続けてきた

にもかかわらず、申立期間が未納となっているのは、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間である上、申立人は申立期間を除き、60 歳に到

達したことにより被保険者資格を喪失するまで保険料の未納は無く、国民年

金保険料の納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立人が所持する国民年金手帳を見ると、昭和 43 年１月から３月ま

での検認記録欄は、申立期間と同様に検認印が無いが、当該期間は保険料を

納付した記録となっていることから、申立人は、現年度納付が遅れた場合で

も、過年度納付により、未納期間が生じないように努めていたことがうかが

える。 

さらに、申立期間の前後において、申立人の配偶者は同一事業所に継続し

て勤務しており、また、住居地に変更は無いなど、生活状況に大きな変化は

無いものと考えられ、申立期間の保険料のみ納付しないのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

奈良国民年金 事案 499 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年 12 月から 42 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年 12月から 42年３月まで 

転居前月の昭和 41 年 12 月に、転居先の家の掃除をしていたところ、集

金人が訪れ、国民年金の加入を勧められたので、その場で同年 12 月の保険

料を納付した。42 年１月から３月までの保険料については年が明けてから

納付した。保険料を納付した際、集金人が持参したノートに押印し、後日

領収書をもらった。領収書は紛失してしまったが、納付した記憶は確かで

あるので調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は、４か月と短期間であるとともに、申立人は、申立期間を除き

国民年金保険料をすべて納付している。 

また、集金人が加入勧奨に来た際の申立人の記録は鮮明であり、納付した

とする保険料も当時の保険料額とほぼ一致しており、申立内容に不自然な点

は見られない。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 42 年３月６日に払い出され

ており、この時点で申立期間は現年度であることから、集金人に保険料を納

付することが可能である上、申立人の夫の標準報酬月額から、当時、申立人

は、保険料を納付するのに十分な資力があったものと推認される。 

加えて、申立人が所持する年金手帳や社会保険庁の記録によれば、申立人

が国民年金に加入した当時、申立人の夫は厚生年金保険の被保険者であった

ため、申立人は任意加入被保険者となるところ、強制加入被保険者として記

録されており、行政側の記録管理に不手際があったことがうかがえる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

奈良国民年金 事案 500 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38 年４月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年４月から同年 12月まで 

市役所の広報誌で未納分の国民年金保険料をさかのぼって納付できるこ

とを知り、市役所へ出向いて窓口の女性に、妻の分と一緒に未納期間の保

険料を支払ったにもかかわらず、私の分のみ未納となっているのは納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が市役所の広報誌で特例納付制度を知り、申立人の妻と共に申立期

間の保険料を納付したとする時期は、第１回特例納付が実施されている期間

であり、申立人は、強制加入期間であることから特例納付が可能である上、

申立人の主張のとおり、申立人の妻は申立期間について、特例納付している

ことが確認できる。 

また、申立人は、申立期間の保険料を納付するに当たって、市役所で女性

職員に言われた金額を支払ったこと、後日、男性職員が申立期間の保険料を

納付した旨を記載した念書のようなものを自宅に持参してきたことなど、当

時のやり取りを具体的に記憶している。 

さらに、申立人は、市役所で特例納付保険料を納付したと主張しているが、

当時、申立人が居住する市では、市役所で過年度保険料を預かり、被保険者

に代わって金融機関で当該保険料を納付の上、後日領収書を被保険者に郵送

していた事例が確認でき、その主張に不合理なところはない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



奈良厚生年金 事案 236 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＢ園における資格喪失日に係る記

録を昭和 59 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 12 万 6,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年８月 31日から同年９月１日まで 

    私は、昭和 58 年４月１日からＢ園に勤務していたが、59 年８月末、人

事異動の際に厚生年金保険の期間に空白が生じている。引き続き勤務して

いるのに、空白期間があるのはおかしい。厚生年金保険の記録の訂正をお

願いする。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主の証言から、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 59 年９月１日

付で、Ｃ県から運営を受託していたＢ園からＡ社に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ｂ園に係る社会保険事務所の

記録から、12万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、確

認できる関連資料及び周辺事情は無いものの、事業主は、申立期間について、

厚生年金保険被保険者資格喪失届の記載を誤ったとしていることから、事業

主が申立期間に係る資格喪失日を昭和 59 年８月 31 日と届け、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る同年８月分の保険料の納入の告知を行ってお

らず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



奈良厚生年金 事案 237 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立てに係る事業所における厚生年金保険被保険者の資格喪失日

は、昭和 51 年５月 28 日であると認められることから、申立期間に係る厚生

年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、昭和 51 年２月から同年４月までの標準報酬月額については、11 万

円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 51年２月 29日から同年９月 29日まで 

 昭和 48年１月８日から 51年９月 29日までＡ社で勤務していた。同社

の閉鎖登記簿を確認したところ、昭和 51年 10月１日付で倒産しているに

もかかわらず、厚生年金保険の適用事業所を同年２月 29日に喪失してい

るのはおかしいのではないか。事業主から後で保険料を返還してもらった

記憶も無く、記録が無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び元同僚の証言により、申立人は申立期間のうち、

昭和 51 年５月 27 日までＡ社に継続して勤務していたことは確認できるが、

社会保険事務所の記録では、51 年２月 29 日に厚生年金保険の被保険者資格

が喪失となっている。 

一方、社会保険事務所の記録では、同社が昭和 51 年２月 29 日に厚生年金

保険の適用事業所ではなくなった旨の処理がされているが、同日に厚生年金

保険の被保険者資格を喪失している者の記録の中には、同日以降の昭和 51 年

４月５日に厚生年金保険被保険者資格を取得したものの、その後取り消しの

処理が行われている者、同年４月 12 日に被扶養者の扶養開始の処理及び同年

４月 19 日に扶養終了の処理が行われている者が存在していることから、社会

保険事務所において、同年２月 29 日に同社が厚生年金保険の適用事業所でな

くなったとする処理をさかのぼって行う合理的な理由は見当たらない。 

また、申立人の元同僚は、｢昭和 51年５月 17日に、会社から初めて会社が



倒産する旨の説明を受けた。｣と供述しており、この供述は、当時在職し、昭

和 51年２月 29日に資格を喪失した社員 47人のうち 31人が同年５月 29日に

健康保険証を返納している事実とも符合する。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和 51 年２月 29 日に資

格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該喪失処理に係る記録

は有効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は、雇用保険

の記録における離職日の翌日である同年５月 28日であると認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る昭和 51 年１月の

社会保険事務所の記録から、11万円とすることが妥当である。 

 



奈良厚生年金 事案 238 

 

第１ 委員会の結論 

  申立人は、申立期間のうち、昭和 45 年５月 31 日から同年６月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る記録を同

年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額については７万 2,000 円とす

ることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

また、申立期間のうち、昭和 46 年１月２日から同年１月６日までの期間に

ついては継続して勤務していたことが認められることから、申立人のＡ社Ｃ

工場における資格喪失日に係る記録を同年１月６日に訂正する必要がある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 45年５月 31日から同年６月１日まで 

          ② 昭和 46年１月２日から同年１月６日まで 

          ③ 昭和 46年 1月６日から同年 7月 1日まで 

Ａ社での厚生年金の加入期間について確認したところ、昭和 45年５月の

１か月分の記録が無い。ずっと継続勤務していたことは確かなので記録の

訂正を願いたい。また、同社Ｃ工場での資格喪失日が昭和 46年１月２日と

なっており、次に勤務した同社Ｄ工場の資格取得日が同年１月６日となっ

ている。同社Ｄ工場での資格取得日は昭和 46 年１月２日の誤りではないか。

さらに、同社Ｃ工場の最後の時期は標準報酬月額が 8万 6,000円であった

が、昭和 46年１月に同社Ｄ工場に転勤直後の標準報酬月額が 6万 8,000円

に下がり、その後同年７月の改定により 8万 6,000円に戻っている。家族

構成等に何の変化も無いことから同社Ｄ工場に転勤直後の標準報酬は転記

ミス等何らかの誤りではないか。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社から提出のあった在籍証明書及び同社参事の証

言並びに健康保険組合から提出のあった健康保険被保険者資格喪失届により、



申立人が同社に継続して勤務し（昭和 45 年６月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場

に異動）、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、昭和 45 年４月の社会保険事務所の

記録から、７万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立期間①において、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、事業主が資格喪失日を昭和 45 年６月１日と届け出たにも

かかわらず、社会保険事務所がこれを同年５月 31 日と誤って記録することは考え

難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所

は申立人に係る同年５月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事

務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合

又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

申立期間②について、同社から提出のあった在籍証明書、従業員名簿及び人

事発令回章の記録により、申立人が継続して勤務していた（昭和 46 年１月６日

に同社Ｃ工場から同社Ｄ工場に異動）ことが確認できる上、健康保険組合から提出

のあった、健康保険被保険者取得届では資格取得日が昭和 46 年１月６日となって

いることが確認できることから、同社Ｃ工場における資格喪失日は、同社Ｄ工場に

おける資格取得日と同日の同年１月６日とすることが必要である。 

申立期間③について、当該期間当時の申立人の給与支給額及び厚生年金保険料控

除額を確認できる資料は無い。 

また、申立人は、昭和 46 年１月に同社Ｄ工場に異動する直前の同社Ｃ工場での

標準報酬月額が８万 6,000 円であったのが、同年１月に同社Ｄ工場に異動後、標準

報酬月額が６万 8,000 円となっていることについて、当時家族構成等に変化はなく

社会保険事務所の転記ミス等何らかの間違いではないかと主張している。しかし、

健康保険組合から提出のあった同社Ｄ工場に係る健康保険被保険者資格取得届によ

り、報酬月額が６万 9,615円、標準報酬月額が６万 8,000 円であることが確認でき

るうえ、昭和 46 年４月に昇給後、同年 7 月に標準報酬月額が随時改定されるまで

標準報酬月額の改定は行われていないことから、異動後の同社Ｄ工場における標準

報酬月額の減少は超過勤務手当の減少等によるものと考えるのが自然である。 

さらに、昇給額（基本給）と標準報酬月額との差額をみると、申立期間の昭和

46 年 1 月は 17,450 円であるが、家族状況が同じ同年 10 月以降にもその差額は

19,800 円となっている期間があり差額に著しい相違はみられないことから、申立

期間の標準報酬月額が不自然とまではいえない。 

このほか、申立期間③について、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立期

間③について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

  

奈良厚生年金 事案 239 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記

録を昭和 45 年 12 月 25 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万 4,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 12月 25日から 46年１月１日まで 

昭和 45 年４月にＡ社に入社し、継続して同社で勤務していたにもかか

わらず、自分の厚生年金保険の加入記録を確認したところ、同年 12 月 25

日から 46 年１月１日までの期間が抜けている。Ａ社を途中で退職するこ

となく継続して勤務し、保険料は毎月の給与から天引きされていたので、

当該期間について被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の人事台帳及び雇用保険の記録から、申立人が同社に継続して勤務し

（昭和 45 年 12月 25日に同社Ｂ支店から同社本店に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 46 年１月の社会保険事務

所の記録から、６万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



  

奈良国民年金 事案 501  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年 10 月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年 10月から 49年３月まで 

私は 20 歳からは国民年金保険料は納めていない。その後、Ａ団体に勤務

し厚生年金に加入していた。昭和 54 年９月にＢ市に帰った時、国民年金の

手続の時に保険料の未納が分かり、社会保険事務所の担当者から今からで

も納められることができると言われたので現金で納めた。その時妻も未納

期間があったので一緒に納めた。 

上記期間が未納とされているのは納得できないため、国民年金の記録訂

正をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所で保管している国民年金手帳記号番号払出簿により、申立

人の国民年金手帳記号番号は昭和 54 年 10 月 11 日に申立人の妻と連番で払

い出されていることが確認できるが、申立人に対して別の国民年金手帳記号

番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

また、申立人は加入手続時においてさかのぼって妻の保険料と一緒に申立

期間の保険料を納付したとしているが、昭和 54 年 10 月ころの加入手続によ

り国民年金手帳記号番号が払い出されていることから、この時期は第３回目

の特例納付期間であるものの、加入手続及び保険料納付については当時のＡ

団体の会計担当者が行っていたため申立人は関与しておらず、国民年金の加

入及び保険料納付状況が不明である。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

奈良国民年金 事案 502 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年６月から 53 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年６月から 53年９月まで 

昭和 53 年 10 月に結婚したが、当時は夫が厚生年金保険に加入していた

ので任意のため未加入であった。昭和 54 年９月にＢ市に帰り、国民年金の

手続の時に保険料の未納が分かり、社会保険事務所の担当者から今からで

も納めることができると言われたので現金で納めた。その時、夫も未納期

間があったので一緒に納めた。 

上記期間が未納とされているのは納得できないため、国民年金の記録訂

正をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所で保管している国民年金手帳記号番号払出簿により、申立

人の国民年金手帳記号番号は昭和 54 年 10 月 11 日に申立人の夫と連番で払

い出されていることが確認できるが、申立人に対して別の国民年金手帳記号

番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

また、申立人は加入手続時においてさかのぼって夫の保険料と一緒に申立

期間の保険料を納付したとしているが、昭和 54 年 10 月ころの加入手続によ

り国民年金手帳記号番号が払い出されていることから、この時期は第３回目

の特例納付期間であるものの、加入手続及び保険料納付については当時のＡ

団体の会計担当者が行っていたため申立人は関与しておらず、国民年金の加

入及び保険料納付状況が不明である。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

奈良国民年金 事案 503  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37年５月から 40年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年５月から 40年 12月まで 

    私が実家にいた時の国民年金保険料は、母が納付していたと聞いている。

証拠となるものは残っていないが、実家にいた期間が未納となっているこ

とは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の母が申立人の国民年金保険料の納付を行っていたと主

張しているが、申立人は国民年金保険料の納付に直接関与していなかったこ

とから、申立人に聴取しても、国民年金保険料の納付についての具体的な状

況が不明であるとともに、申立人の母については、既に他界し、その証言を

得ることができず、申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたこと

をうかがわせる具体的な供述が得られない。 

   また、社会保険事務所が保管している国民年金手帳記号番号払出簿による

と、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたのは昭和 41 年８月 25 日

であることが確認できる上、社会保険庁の記録では国民年金の資格取得日が

同年１月１日であり、この時点では申立期間の一部は時効により納付できな

い期間である。 

さらに、申立人について、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた

ことや、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせ

る事情も見当たらず、申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）も無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

奈良国民年金 事案 504 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年７月から 44 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年７月から 44年３月まで             

昭和 42 年当時、実家は農業をしており、母が家族みんなの保険料を集金

人に払ってくれていたことを憶えている。 

家族は全員国民年金だったし、私だけが一部の期間の納付記録が漏れて

いることに疑問を持っている。 

しかし、払ってくれていたはずの母は既に亡くなっており、当時はすべ

て母に任せていたため、今となってはそれ以上のことは分からないが、払

ってくれていたはずなので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の記録により、申立人の国民年金保険料を納付していたと

する申立人の母親、当時同居していた申立人の父親及び兄については国民年

金制度発足当初から国民年金に加入し、申立期間を含むすべての期間を納付

していることが確認できることから納付意識の高さがうかがえる。また、社

会保険事務所で保管している国民年金手帳記号番号払出簿により前記３人の

国民年金手帳記号番号は連番で払い出されていることが確認でき、申立人の

母親は集金人に納付していたとすることを考え合わせると、母親が家族の保

険料を一緒に納付していたことは推認できる。 

しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 44 年 10 月６日に払い出

されており、それ以前に申立人に係る別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる事情も見当たらず、国民年金手帳記号番号が払

い出された時点において、申立期間は過年度納付となるため集金人により納

付することはできない。 

さらに、申立人は、国民年金の加入手続や保険料納付に直接関与しておら



  

ず、申立期間の国民年金保険料を納付したとする申立人の母親は既に他界し

ており、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況は不明である。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間の国民年金保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

奈良国民年金 事案 505 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年６月から 37 年３月までの期間及び 37 年６月から 41 年

４月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年６月から 37年３月まで 

② 昭和 37年６月から 41年４月まで 

私は、国民年金の加入手続や保険料納付に関与していなかったが、母親

や妻から保険料を納付していたと聞いている。当時、自営業で経済的に困

っていたような状況に無く、未納は考えられない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の加入手続や保険料納付に直接関与していない上、申

立人の妻も、申立期間の保険料納付には関与していないとしており、申立人

の母親は他界していることから、保険料納付の状況が不明である。 

また、市役所が保管する国民年金被保険者名簿を基に、申立期間当時、納

付記録がある申立人の妻及び弟の納付日を見ると、昭和 38 年度以降は同一日

であるものの、それまでの間は必ずしも同一日に同一期間の保険料を納付し

ている状況では無く、申立人の母親が三人分をまとめて同じように納付して

いたとも推認し難い。 

さらに、申立人の母親が申立期間に係る申立人の国民年金保険料を納付し

ていたことを裏付ける証言を得られない上、申立期間の国民年金保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

奈良国民年金 事案 506 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年３月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年３月から 47年３月まで 

申立期間当時、私は大学生であったが、何年か後に、母親が心配して、

私の国民年金保険料をまとめて支払ったと聞いている。申立期間の納付記

録が無いことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付したと主張し

ており、申立人自身が国民年金保険料の納付に関与していないため、申立期

間に係る保険料の納付時期や納付方法等が不明である。 

また、社会保険事務所で保管している国民年金手帳記号番号払出簿による

と、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 47 年４月 21 日に払い出されて

いることが確認でき、それ以前に申立人に対して別の国民年金手帳記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらず、この時点におい

て、申立期間の一部である 44 年３月から同年 12 月までの保険料については

時効により納付することができない。 

さらに、社会保険事務所で保管している申立人の国民年金被保険者台帳に

よると、申立期間直後の昭和 47 年４月から 49 年３月までの期間については、

申請免除の手続を行い保険料の納付が免除されており、この期間中に過年度

となる申立期間の保険料をまとめて納付したとは考え難く、むしろ、保険料

の納付が免除されていた期間のうち、47 年４月から 48 年３月までの保険料

について 56 年３月 22 日に追納していることが確認できることから、申立人

の母親がまとめて納付したのは、この期間の追納保険料とみるのが自然であ

る。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料



  

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

奈良国民年金 事案 507 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年５月から 51 年６月までの期間、54 年４月から 55 年３

月までの期間、61 年 12 月から 62 年１月までの期間及び 62 年 10 月から平成

２年９月までの期間の国民年金保険料については､納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50年５月から 51年６月まで 

             ② 昭和 54年４月から 55年３月まで 

             ③ 昭和 61年 12月及び 62年１月 

             ④ 昭和 62年 10月から平成２年９月まで 

私は、事業所を退職した後、厚生年金保険から国民年金への切替手続の

ため、区役所に出向き、その時に国民年金保険料を納付した。 

また、結婚後は、夫婦二人分の保険料を私が最寄りの銀行や郵便局の窓

口で納付した。 

納付記録が無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、申立人は、事業所を退職した後に、厚生年金

保険から国民年金への切替手続のため、それぞれＡ区役所、Ｂ区役所に出向

き、その際に国民年金保険料を納付したとしている。 

しかしながら、申立人は、申立期間①及び②の保険料を納付した際、国民

年金手帳は発行されず、その後も、区役所から国民年金手帳の送付は無かっ

たとしているが、昭和 50 年ころ、あるいは 54 年ころに国民年金保険料を納

付すれば、その時点で初めて国民年金に加入することになることから、国民

年金に加入した者に対して国民年金手帳が発行されなかったとは考え難い。 

また、当時の申立人の住所地を管轄する社会保険事務所が保管する国民年

金手帳記号番号払出簿には、申立人に対して国民年金手帳記号番号が払い出

された形跡はみられない。 

さらに、申立人が申立期間①及び②の保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）も無く、ほかに申立期間①及び②の保険料



  

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

次に、申立期間③及び④について、申立人は、金融機関の窓口で夫婦二人

分の保険料を納付したとしている。 

しかしながら、社会保険事務所で保管している国民年金手帳記号番号払出

簿により、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成３年１月 24 日に職権適用

により払い出されていることが確認できる上、申立人に対し、別の国民年金

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないこ

とから、同日より前に国民年金の加入手続がなされていないことが推認でき、

この時点では、申立期間③の保険料は、時効により納付することができない。 

また、申立期間④について、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出され

た時点では、昭和 63 年 11 月以前の保険料は、時効により納付することがで

きない上、同年 12 月以降についても、申立人は保険料をまとめて納付した記

憶は無いとしていることから、保険料を納付したものとは考え難い。 

さらに、申立人は、保険料を納付した時期や納付金額の記憶も曖昧
あいまい

である

上、申立人が申立期間③及び④の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）も無く、ほかに申立期間③及び④の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

奈良国民年金 事案 508 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年７月から 47 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年７月から 47年 12月まで 

    私は、昭和 47 年か 48 年ころ、区役所の職員が自宅に訪ねて来て、保険

料を 10 年分払えるという説明を受け、国民年金に加入した。後日、10 万

円ぐらいをまとめて支払った。私は、国民年金保険料をきちんと支払って

いることを常々家で話していたので間違いない。確かに保険料を納付した

のに未納となっているのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 47 年か 48 年ころに国民年金に加入し、特例納付により保

険料を一括納付したと主張しているが、社会保険事務所で保管している国民

年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出

されたのは昭和 50年 12月 10日となっており、別の国民年金手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないことから、申立人

はこのころ国民年金に初めて加入したと推認される。 

   また、申立人は 10 年分の保険料として 10 万円ぐらいを納付したと主張し

ているほかは、国民年金の加入状況及び保険料納付に関する具体的な記憶が

ない上、国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）も無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



奈良厚生年金 事案 240 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 32年２月１日から 37年３月２日まで 

社会保険事務所の記録では、過去の厚生年金保険の加入期間について脱

退手当金を支給したことになっているとのことだが、自分としては受給し

た記憶は無い。脱退手当金という制度があるのは知っていたが、退職後、

請求手続をした覚えは無い。脱退手当金として支給済みとなっているのは

納得ができないので、訂正を申し立てる。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間に係る健康保険厚生年金被保険者名簿には、脱退手当金

の支給を意味する｢脱｣の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当

金は支給額に計算上の誤りは無く、厚生年金保険資格喪失日から約３か月後

の昭和 37 年５月 16 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然

さはうかがえない。 

また、申立期間に係る事業所を退職後、国民年金に加入すべき期間があっ

たにもかかわらず、昭和 48 年ころまで国民年金の加入手続をしておらず、

年金に対する意識が高かったとは考え難い上、申立人から意見聴取しても受

給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわ

せる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



奈良厚生年金 事案 241 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年２月 28日から同年３月１日まで 

教員になるため、昭和 40年２月 28日付で退職した。自分自身が給与計

算をしていたので、退職月の保険料を天引きしたことをはっきり憶えてい

る。資格喪失日は同年３月１日となるべきところが、同年２月 28日にな

っているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社（現在は、Ｂ社。）に昭和 40 年２月 28 日まで勤務してい

たことから、同年３月１日が正しい資格喪失日であると主張している。 

しかし、同社では人事台帳等の記録は保存期限を経過し現存しておらず、

これを確認することができない。 

また、申立人は、業務を引き継いだ女性社員が、申立人の資格喪失日を退

職日である昭和 40 年２月 28 日と記載し、社会保険事務所に誤った日付の資

格喪失届を提出したと主張しているが、申立人の被保険者資格喪失日が昭和

40 年２月 28 日と記載されている健康保険・厚生年金保険事業所別被保険者

名簿により、申立人の資格喪失日の前後約２年間について厚生年金保険被保

険者資格を喪失した者の資格喪失日を見ると、月の初日に資格を喪失してい

る者は１人のみで、それ以外の各人の資格喪失日は区々となっていることか

ら、申立人の資格喪失日の届出が誤って行われたことを推認することができ

ず、申立期間当時の状況を知る関係者からも、誤った届出が行われたことを

うかがわせるような証言を得ることはできなかった。 

加えて、給与明細書等、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていた事実を確認できる関連資料は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

  

奈良厚生年金 事案 242 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年５月１日から 38 年３月 31 日まで 

私は、中学校を卒業後の昭和 32 年５月ころに、親戚の紹介でＡ社に

勤めたので、厚生年金保険に加入していたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ社に勤務し厚生年金保険に加入していた

と主張しているが、当該事業所については、社会保険事務所が保管する

適用事業所名簿及び社会保険庁のオンライン記録において、同事業所名

及び類似の名称等で確認を行ったものの適用事業所としての記録は無く、

また、所在地を管轄する法務局に商業登記は見当たらない。 

さらに、申立人は、Ａ社の社長や同僚の氏名について、一人の同僚を

除き、名字のみの記憶しか無く、姓名を記憶していた一人についても連

絡先が不明であることから、当該事業所の状況や申立人の勤務状況等に

ついて確認することができない。 

加えて、申立人は当該事業所の敷地内に住込みで働き、小遣いのよう

な感じで給料をもらい、厚生年金保険料を控除されていた記憶は無いと

述べており、厚生年金保険料控除についても確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 


